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ず， 愉/1¥人貿易の実情は，対日感情の好転を得る こと

ができないために，愉/1¥が伸びず，輸出伸長による収

支のパラ ンスを求めるこ とは望みがたい状況であった。

国民は経済の自立がし、かに困難な途であるかをあらた

めて知らされるとともに，経済自立へのいっそう の努

力が求められたわけで、ある。この経済安定政策は国民

経済に安定の基礎を囲めさせ，財政金融についてもシ

ャウプ勧告による税制の整備，地方財政の充実が進め

られ，金融制度の検討と体系整理が進められた。

このよ うな時期に， 25年6月に朝鮮動乱が勃発した。

東西の対立は冷戦から熱し、戦争に転じ，わが国の経済

もこの戦争の影響を直接に強く受けた。それはドッジ

・ラインによる安定的成長の体制にはし、ろうとしてい

た経済を急成長させる刺激となったO また国際政治情

勢としては，わが国を自 由諸国の一員として，その役

割を果たすことを期待する動きが強まり，それが講和

条約締結を促進させた。

独立国への政治的な手順は，朝鮮動乱によって予想

外に促進されたが，政治の条件が経済の自立条件を無

視したものとならなかったほどに，動乱の経済的影響

は大きかった。動乱による特需と，これに関連する外
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需 とが，それまで不安定であった国際収支を好転させ

た。それは対日感情のしこりによる輸出不娠を補って

余り ある大きさであった。この大規模な需要に支えら

れて，生産力水準は急テンポで上昇 した。それはわが

国の経済が自由諸国とのつなが りの強いものに急速に

作り上げられる過程であり ，特にアメリカ との連繋を

強くした。それは国際政治面における連繋の強化と軌

をーにしたものとなった。

以上のような推移を別の面でみると，戦後の財政金

融は米国式の諸制度が多方面に取 り入れられたことが

大きな特色である。そして，それらの多くが国民経済，

国民生活に吸収されて，講和後のわが国の発展を規定

する大きな要因となり，その一部は国民感情にまで侵

入した。しかしその一方で，国民生活や国民感情に適

口せずに，講和後にその手直しが進められた制度も少

なくなかったし，また米国式の諸制度に反発する動き

も見られた。賛否いず‘れにおいても アメリ カがその主

要な対象として扱われる講和後の体制が，わが国のあ

らゆる部門で作られていったのが，戦後の約7年間で

あったと いえる。

a 1 :ì~: 終戦と JI1'政体 ~jjlJの転換

第 1章終戦と財政体制の転換

第 1節 大蔵省の占領軍受入体制

1 占領軍受入れの財政金融問題

日本が外国の占領下に置かれることは， 全く経験の

ないことであったので，終戦直後の財政においては，ど

のよ うに占領軍を受け入れるかが，あらゆる政策にと

って共通の課題であ った。この占領体制が直接の軍政

によるものか，それとも 日本政府に行政を継続実施さ

せて，それを占領軍が監督調整するのかによ って，政

府の受入方法は大いに異なるが，そのよ うな基本的な

問題のほかに， 当面の問題として，多数の述合国軍将

兵がわが国に上陸駐留するとし、 う事実にど う対処する

かの問題があった。財政的には駐留費の支弁について

であり， 金融的には占領軍将兵の使う辿貨についてで

あった。駐留自については，その賀川をだれが負担す

るかとし、 う問題のほかに，駐留に伴 う必要資材の，uf，j述

としづ l問題もあった。荒廃したわが国の経済にとって ，

この資材提供は大きな負担であった。

この財政経済問題より もさらに緊急の川泌が占似'，jL

の使用通貨であり，策を誤れば通貨制度の24乱，粁dfi

の破綻となるおそれもあったので， n~ ，I :げ長キHを rþ心と

する財政当j吊は，この Ili似半の使う通貨に非常にね11れ

をつかった。すでにフィリピン ・判l純 ・':9H(!下に;lu 、て

米軍の軍票使mの事;夫があり，わが|到においても市町

が使われるであろ うこ とが子恕されていたので，こσ

軍票使よIJをどう して111111:す

るかが大蔵引のlti.も活安な

ゆ件となってL、た。

政府は占領軍の日本到着

前に，マニラの総司令部に，

d 制軍が円鋭券を使用す

わが国に第 1歩を印 したマッ カーサ一連合国軍総司令官

ようにとの要請を1'-¥し， 1:1 

鋭とも辿絡して10ぽ門限度

の提供の準仰をしたO とこ

ろが，米江仰こは 8月末すで

に円表示革票が支給されて

いた。 9月2日の日本の降

伏文書署名前後に発表され

た迎合岡市総司令部の円

占領方針とと もに，第 1号
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から第 3号までの布告が出されたが，その第 3号で円

貨軍票の使用が明示され，軍票が法貨と して通用する

ことが切らかにされた。 そして総司令部は軍票を法貨

として用いることの法的手続をと るこ とを要請してき

た。

この指示に対応して，まず 9月8日に大蔵当局談を

発表し， 法的手続をとるために枢密院にポツダム勅令

公布一般の承諾を求め，その承認によ って，米軍の軍

票に法貨の資格を持たせる大蔵省令を公布した (9月

24日大蔵省令第79号)。 占領期間中の法制のー特色をな

したポ ツダム法令は，事票問題を介 して作られたので、

あった。革票の通用を国民一般に周知するために，そ

の要件を印刷したピラが街頭にはられたO

このよ うな法制上の手続を進めながら，津島蔵相は

じめ大蔵省の関係部局は，占領軍の日銀券使用につい

ての交渉を根気よく続けた。そして指定地で日銀券を

無制限に提供するこ との了解を とり， 軍票の流通を問

止することに成功したO 布告第 3号とこのポツダム省

令は空文となった。この 日銀券提供についての負担関

係は切らかでなかったので，財政措置はとらずに，日

銀に立佐勘定が設定された。

占領軍の準備した軍票
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2 昭和初年度予算実行上の諸問題

20年度予算は膨大な臨時軍事費をかかえ，決戦体制

を盛 り込んだものであった。終戦の 8月15日は年度の

3分の 1をわずかに過ぎた時期であったか ら，残余の

期間については， 戦時とは異なった平時の予算計画に

切り 替える必要があったO また例年で、あれば，7月中

に次年度の予算編成方針も定ま っているはずであった

が，それが未決定であったか ら，終戦に伴 う予算実行

計画と新年度の予算編成方針の決定が必要であった。

8月24日，閣議はこの両者を決定したO 実行予算では

当面の支出を予備金でつなぐことにし，追加予算も組

まない方針がとられた。終戦とし、 う新事態の もとで議

会を召集すれば， 当然解散となることが予想されたか

らである。 そのため，既定経費の節約と圧縮の努力が

ねられた。一方，21年度予算については， 20年度予

算が戦時計画の予算であることから，戦時色一掃の予

算として編成し成立させなければならなかった。20年

度予算の施行では，と うていその目的を達することが

できなかったからである。

20年度実行予算は予備金に頼らなければならなかっ

たが，8月15日までに第2予備金はすでに10.4億円近

く支出が認められており，残額は 9.9億円余，また緊急

予備金は20億円の うち16.6億円余の残額があった。こ

の額は，終戦後の事態に応ずるには心もとない もので

あった。具体的な支出事項は戦後財政企画連絡室で検

討された。行政整理，恩給，食糧，住宅等が主要内容であ

った。このうちで恩給については，司令部から軍人恩給

支給停止の指令が出て， 議論の段階を越えた方針が決

まった。行政整理については， 主計局で‘立てた基本の構

想は行政機構を満州事変以前の規模に戻すことであり，

そのためには外地を除いて 6割ぐらい人員を減らす必

要があった。一般会計 4.6万人，特別会計約 9万人，

合計13万余人の義理が計画されたが，まず 3害IJ整理の

案が12月に決ま り， 実施に移された。21年にはいっ て

からは，物価の上昇に対応した事項が加わ って，鉄

道 ・通信両事業対策，食糧増産対策 (価格調整費)，復

民，給与等の問題がIl:lたが，すでに予備金の余裕も乏

しかったので，こ の4者については芯法第70条に基づ

く財政上の緊急処分として処理された。

20年度中に特に問題となったのは，臨時・:rj{4f.・授の終

結と占領軍経費の扱レ とであった。 臨時軍事費につい

ては，終戦直後にその支払いが集中 した結果，日銀券

が急増 したので，支出打切りを早める必要があった。

そのためには，陸海軍の手からの支払いをとめなけれ

ばな らなかったが，陸海軍の組織の末端に資金前渡官

吏がお り，指示監督が困難な状態にあったことから，

支出抑制は十分に行なわれなかった。陸海軍の解体が

臨時軍事費支出打切り の決め手であ り， 解体は12月1

日によ うや く実現した。

市 1iii・ 終戦と![.H主体制の伝換

~DÚí lで粍1:ttのね担については， l ' 内;(~叶 jリJか ら |リ j州知

取りきめがなく，大政才iもわがIEIのi1J1 L と し て倣 う r~

l立はとらなかった。米市の市民使川間11"のためにI'i釘i

J:r~に必裂な 日 鍬券の綻供を約束 し ， 日 出4の -\_!.持.Ji\¥， 、で

ILj領軍経費をまかなったが，その紅(が呆献するにつれ

て，J!l政金融上の処!置がn:]組となったo 21:1:j-=，J!tf，n制

j点力針では，わが国で' í~N，す るかどうかは不明のもの

として，別途考究という 扱いにしたが，終戦辿絡， ) i~ {i7 

移転，家屋提供補償等は一般会計のJJj11.とEJ!.解されて

いた。駐倒賢負担の帰趨は21年度予算，tl'阿のm要点で

あったが，日本政府の負担が明確となったのは21年4

月 であっ た。 したがって ， それまで 予算計四の )l~礎は

尉まらなかった。

第 2節 財政の平時体制への切替えと昭和21年度予算問題

21年度予算編成方針決定についての政府の怠凶にも

かかわらず，事情は政府にと って不利な条件がそろ っ

ていた。それは財政措置を必要とする案件が，方針も

定ま らずに山積 していたことと，帝国議会の解散，総選

挙の段どりに不安があったことであった。財政措置を

必要とする案件としては，戦争の後始末と占領政策に

関するものとに分けられるが，戦時補償，i臨時位-務，

日本占領諸地域の通貨整理等による債務は 4，000億円

にも達すると計算された。21年度予算編成について，

11月には[戦後財政の見通し」が検討され， 一方で処

理すべき債務，予想される支出の最大限が推計され，

他方で当面明確となった事項の処理が進められたO 結

局，予算編成作業は|彼られた事項だけの組込みで、掴め

られ，財産税，復員費，占領軍費，賠償費等を除いて，

12月31日に歳出 127億余円，歳入 159億余円 3 歳入超

過 31億余円の案が大蔵省令町議に提11¥された。 ーL述の

未決定案件を配慮すれば，こ の作.度の放入超過で・は財

源不足は避けられないので，)，~ 111節約が必要であ り ，

そのため，歳出増加の主要費目であった公債費を削減
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するために国山のキIrドげが検討されたが，その決九Eは

次のもご IJJ 内閣に引 き継がれた。公ú'(1~は政 1 1\ の約半分

にあたる 62.15 低門 と Hf~ ，j l ' されていた。

この ように未処理の集件:を多く残した 子持制比とな

っ たが，大蔵省 と しては，そのよ うな f'r~で も ， とに

かく成立させる必要があった。終戦とい う新事態によ

って帝国議会の解散，総選挙という段ど りは必至であ

ったか ら，予算編成の立場か ら，その早期実施によっ て

新しい議会による年度内の予算審議成立を期待した。

衆議院は12月18けに解散されたが，総選挙の災地は巡

れた。総司令部の指令による公職追放の調査指定と の

関係から， 21年 1 凡 1 3 1て|には総~挙制 IJ の延Jm も指令

され，総選挙が4)j以降尖施となっ て，f， rr.の年度内

成立の期待は失なわれた。

このため， 20年度予算の追加もできな くなったので，

前述のように，20年度内の処理案件については，滋法第

70条による緊f2処分とし 、う抗慣がとられたが，21年度

こついても ，年度当初この緊急処分によらなければな

らない事態が生 じたO 切Jfr=i23年施行以来，憲法第 70



第 7則 占領下の財政金融と大蔵省

条による財政処理はきわめてわずかであったが，新し

い憲法の制定を前にして， 20年度末から2年度にかけ

て，集中的にその適用が必要となったので、あったO

財政運営について ，この時期の問題として付け加え

ておくべきこ とがある。それは司令部との関係であっ

た。占領当初に布告第 3号で軍票の姐制通崩を指示し

て以来，司令部は特に日本政府の行動に積極的な指示

を与えることがなく，財政運営についても ，政府が独

自に計画を立て実施していた。しかし，年末ごろから一

連の民主化指令が出，財政についても21年 1月21日付

で「政府借入金及び支出制限その他に関する覚書」が

山た。経常支出不足を日銀から借り 入れてはな らない，

臨時軍事費は特別会計による借入れ支払いはいっさい

打ち切る，というもので，財政の健全化を求めたもの

であった。 これ以来，財政運蛍についての基本はもち

ろん，細かい事項についても司令部の了解をとること

が必要となった。

総選挙が遅れたことで， 21年度予算計画は初めから

繰り直さなければならなかった。 20年度予算の施行で

は，そのわずかな予備金にたよるとしても ，おのずか

らl脱皮があったO 追加予算の協賛が得られるまでの第

1・四半期を乗り切るのが第一の課題で‘あり，次の課

題は追加予算の形をとらずに，施行予算とは別の改定

計画を議会に提出して承認を求めるこ とであった。応

急策の当面の措置を大蔵部内では暫定予算と称してい

たが，これが，後の財政法での暫定予算の名称の発端と

なった。 しかし，この暫定予算についても，予備金だけ

では財源不足となり，大蔵省証券の発行限度を 5億円

から35億円に引き上げて，大蔵省証券の発行で対処す

るという 苦肉の策もとられたO この暫定措置は 6月ま

ででは終わらず，さ らに追加l予算で7，8月にまで延長さ

れた。それは，改定予算案について政府と司令部との

交渉がこじれて ，その決定が遅れ，21年度改定予算案

の議会提出が 7月24日となったからである。

21年度予算についての司令部の指示の主要なものは

終戦処理費(占領軍経費〕の計上，住宅の建設(占領軍

用〉の確保，経済安定費の計上であった。政府は当初，

占領軍経費は立替払いで続ける ことを予定して，終戦

処理費には連絡費程度を計上するつもりでいたから，

占領軍経費の予算計上の指示があっても ，経費として

計上すべき内容についての具体的な理解に双方のくい

違いがあ り，また経費額が 200億円をこえる大きなも

のであったので，その減額交渉に時間がとられた。住

宅問題は，資金というより資材の問題であった。経済

安定費60億円計上の指示についても，その内容理解と

予算形式への組込みとで交渉が長びいた。

21年 9月に改定予算が成立して，財政運営はよう や

く軌道に乗ったが，改定予算当初計画約 320億円の規

模は，終戦処理費 191億円等の計上で561億円に増大

し，租税等の経常財源が不足したので，財産税収入を

一般財源に繰り込むこ とで収支のつ じつまが合わされ

る結果となった。 21年度予算には， 20年度中の駐留費

の日銀立替払いの返済も計上された。

第 3節 金融緊急措置 とその背景

21年 2)=jに実施された金融緊急措置は，終戦後初め

てとられた総合的対策の一環で-あ り，政策としての方

向を問らかに したものであった。この緊急措置は，そ

の後に続く財jl[税の!賦課，市北H寺補償:!I手別税の徴収，金

融機関の再建整備，会社経理応急措置，復興金融公庫の
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設置等の施策への，いわば先導者の役割をにな うもの

であったが，初めか らこれらの諸施策を次々に実施す

るこ とを予定し，計画して実施したものではなか った。

政府内には急激に悪化する経済情勢に対する危機感が

あり， この危機打開のために何か手を打たなければな

第53代大蔵大臣渋沢敬三

らないとの気持がこの具体策に集約されたのであった。

金融緊急措置は金融機関の預金封鎖と新円への通貨

の切替えによって実施されたが，これは購買力の抑制

というイ ンフレ対策とみることと， 預金状況把握によ

る財産税賦課の準備とみることができる。経済危機突

破緊急拍t置の一環としてみるのが通常の理解であるが，

インフレ対策と ともに進められた新物価体系の確立に

よる物価ーの安定を図るための事後対策についても，十

分な準備はなかった。通貨増発抑制の積極的施策はと

られなかったし，施策立案の関係者も 3 預金封鎖は駄

には解除する気持でいた。また， 21年 2月の|時点で預

金封鎖というような強硬措置によらなければイ ンフレ

抑制が実現できなかったかについても，大蔵省内では

意見が分れていた。

購買力抑制の必要が大蔵省内で問題となったのは，

終戦後すぐの ことではなし、。潜在的購買力の顕在化に

10円と 1∞円の証紙
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，η1 i;i: 終戦と財政体wuの転換

可する警戒は，終戦直後， t It.l斗j説中日のもとで日日かれた

ーは会において，インフレ対策が討議

れたことで女tIることができるが，それは一般的検討で・

あって，緊急尖施を前提とするJL体旅の検l吋ではなか

った。 事実，終戦，(i後は臨時JILl!fi!(の支払いの進捗，

J:IIJJ会社等への金融機関}1:IU附加などで，通貨はーU~;

増大したが，8月急増の後で， 9， 10月には通貨はt

とんど噌}JIJせず，特に特戒を強めなければならない状

況ではなかった。しか し，生産のイベ似，経済混乱等に

よって租税収入は停滞を示し，ーブj，占領事政の円銀

J 司払いによ る支払いの進捗などでの財政的不公定条

件が漸次1科大し， 20年産米の不似から食糧J危機の情報

が流れ，また戦時' Mì tll対策としての !l~ 民税椛恕が示さ

れるなどによって，食艦確保と換物運動への動きが山

て ， 金融機関預金が減少し 3 日 銀券のj;~1大テンポが午

まり，年末にかけてその足取りが急制子となった。

食糧不足に対して，政府は供IU促進を図るとともに，

司令部に対して食糧援助を要請 したが，通貨急増に対

しては購買力の抑制策が検討され，これらが預金封鎖，

新物価体系，新円経済，500Iうとu;:r;の榊41へと凶まって

いった。 この預金封鎖についても ，市j述のように，二件

永久的な凍結を予定したものではなく，総合対策の効

いわゆる新円の日銀券10円，表

向上，裏
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きには当然、解除されるものであ り， 施策としては短期

的な ものと予定されていた。 しかし，このような対策

の効果をあげるための不可-欠の条件として，健全財政

の実現があったo 21年度の財政運営は戦時体制から平

時体制に復し， 経費は公債金以外の経常収入でまかな

われる必要があり ，財政当局もそのよ うに解して予算

編成にあた り，したがって，財政の面からのインフレは

回避できるもの と判断していたO もちろん， この健全

財政の実現を単純に可能と考えたわけではなく ，既述

のように行政整理をはじめ，財政整理が検討実施され

ていたO 戦時補償の処理は，この健全財政実現とは別

個に処理すべきものと考えられていた。

W2i，1 ~.桶財政と生産の再開

第 2章石橋財政と生産の再開

第 1節 戦時補償打切りと財産税等の問題

1 財産税問題

財産税の徴収は戦後財政の判記事項である。そ して

財産税賦課をめぐる政府と司令部の交渉に，当時の政

府の意図と占領政策のねらいの差，行政実施について

の政府と司令部の差をみることができる。財産税問題

については多少詳細に記すことにしよ う。

財産税については，すでに終戦前から大蔵省内部で

検討が進められていた。戦争の勝敗に関係なく，戦後の

財政運営には，財産税のよ うな課税による財源調達が

必要となろうとい うのが基本の態度であった。第 1次

大戦後のイギ リスでの議論と，第 2次大戦後実施され

たフラ ンスの財産税を参考に，終戦後間もなく財産税

第54代大蔵大臣石橋湛山
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のー此、の輪郭が作られた。財産税と個人財産増加1税と

によって 3戦時補償を受ける人についても，その補償を

財産評(Illiに加えて課税し，戦時中に蓄積された潜在的

購買力をl民収してインフレを抑止し，健全財政の基礎

悶めをしよ うとしたものであった。このような主税局

構想とは別に，戦時補償処理の大局的方針として，渋

沢蔵相は「払うものは払い，取るものは取る」という

発想で財産税賦謀を計画した。石橋蔵相もこの渋沢構

想、の基本を引き継いだが， 司令部の財産税についての

発想は異なっていた。

20年11月16日に 「戦時利仰の排除及び国家財政の弘1:

建に関する件」の司令部覚書がIIIた。戦争によっては

何者も利得を得てはならぬとの思想で，戦時不IJ澗の回

収と累進課税の強化とが指示された。大蔵省が法人の

戦時利得を課税の対象と考えたのに対して，覚:占では，

法人のすべての 利潤を吸収しようとしたものであっ

たo この司令部の指示を大蔵大臣の発想による覚書で

あるとい う形式をとって，その提山に対して司令部が

了解を与えたという形式にし，さらにこの覚書による

法案の形式で年末に司令部に報告ーして， その内容を21

年 1) J 10 IJに要綱として発表した。そしてこの線に沿

って 2月16日に臨時財産調査令(緊急勅令節85号〕を

公布し，預金の封鎖を実施した。 現金の封鎖には他の

11的もあったが， IIA"Pf税に関するかぎりは動搾課税の

手段であり，この刀法のために，5JIJ途新円の発行に

よる辿貨の切符えで，HI金iJ111¥しに よる封鎖回避の道

を絶ったので、あった。


